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高槻市立高槻認定こども園分室等運営業務委託に係る仕様書 
 

１．業務概要 

（１）業務名 

高槻市立高槻認定こども園分室等運営業務 

 

（２）業務実施場所 

名   称 Ａ 高槻市立高槻認定こども園分室（以下「分室」という。） 

      Ｂ 高槻市立高槻認定こども園休日・一時預かり保育室（以下、「休日・

一時預かり保育室」という。） 

住   所 Ａ 高槻市城内町１－１４ 

Ｂ 高槻市八丁畷町１２－５（高槻子ども未来館内１階） 

保育面積等 Ａ ７４５．９㎡ 

Ｂ ２６１．５１㎡ 

      （保育室①３５．８８㎡、保育室②１９８．９６㎡（パーティションにより

４分割可）、調乳室９．７０㎡、事務室１６．９７㎡） 

      ※休日・一時預かり保育室は園庭は原則として使用しないこととするが、高

槻市（以下「甲」という。）及び高槻認定こども園との協議により支障のな

い範囲で使用を認める。 

 

 （３）履行開始 

令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

また、契約締結日から令和９年３月３１日までの期間は、運営準備期間とし、円滑な運

営に向けた施設整備等を実施すること。 

 

（４）業務内容 

① 保育の実施 

Ａ 分室 

 ・年度利用保育及び送迎利用保育 

高槻市立幼保連携型認定こども園条例第１２条第１項第２号に規定する一時預かり保

育の年度利用保育及び送迎利用保育をいう。 

 ・年度利用保育における給食調理 

Ｂ 休日・一時預かり保育室 

・随時利用保育及び定期利用保育 

高槻市立幼保連携型認定こども園条例第１２条第１項第１号に規定する一時預かり保

育の随時利用保育及び定期利用保育をいう。 
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② 施設及び備品等の日常管理に関する業務 

保育に係る環境を良好に維持し、保育業務が常に快適かつ衛生的に行われるために、

日常的な掃除、施設及び備品等の点検・管理を行うこと。また、不可抗力により生じた

施設の不備や不具合が明らかになった場合は、直ちに甲へ報告し、協議すること。 

ア 日常的な掃除業務 

イ 日常的な施設及び備品等の点検・管理 

ウ 保育室を安心して過ごせる環境づくりに努め、年齢・発達に応じた生活・遊び空間に

するための外観上の工夫・提案を積極的に行うこと。 

 

③ その他必要な管理業務 

ア 入所案内等作成 

イ 利用に際する予約受付及び申請受付 

ウ 入所時面談及び入退室手続きにおける連携 

エ 利用実績の集計及び随時利用保育に係る保育料の計算 

オ 職員勤怠実績の提出 

カ 随時利用保育の保育料及び給食費の徴収及び納入 

キ 年度利用保育及び送迎利用保育、定期利用の延長保育申請書の徴取 

ク 保育日誌の作成及び毎月の業務報告書の提出 

ケ 各種統計等の資料作成、利用者の意向調査等 

コ その他、管理運営上必要であって、上記いずれにも該当しない軽易な業務 

※③ア～ウの入所関係業務については、令和１２年４月入所に係る業務まで委託の対象と

する。なお、契約期間終了時には円滑な引継ぎを行い、運営に支障をきたさないよう万全

を尽くすこと。 

※③エの利用実績については、電子データ（CSV形式またはExcle形式(.xlsx)のファイル）

で提出することとし、同電子データは、随時利用保育においては、最低限「氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・

利用開始時間・利用終了時間・生年月日・在籍園」、定期利用保育及び年度利用保育にお

いては、最低限「氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・生年月日・日毎の利用実績（利用の有無）」の属性を保持

すること。 

※③オについては、電子データ（CSV形式またはExcle形式(.xlsx)のファイル）で提出する

こととし、同電子データは、最低限「職員氏名・勤務日・勤務開始時間・勤務終了時間・

実働時間」の属性を保持すること。 

 

（５）業務対象者・定員・実施日時・利用者の決定方法 

Ａ 分室 

① 年度利用保育 

ア 対象者 



3/15 

 

 年度利用保育にあっては、市内に住所を有し、次に掲げる要件を備える子どもであるこ

と。 

（ア）子ども・子育て支援法第１９条第２号及び第３号の内閣府令で定める事由により

家庭において必要な保育を受けることが困難であり、かつ、保育が必要な状況及び理

由を考慮して市長が特に保育を行う必要があると認める子どもであること。 

（イ）年度利用保育を利用しようとする子どもの保護者が当該子どもについて次に掲げ

る保育の利用の申込みをしており、当該保育を受けていない子どもであること。 

・保育所（児童福祉法第７条第１項に規定する保育所をいい、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第１項の認定を受けたも

の及び同条第１０項の規定による公示がされたものを除く。）における保育 

・ 認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第２条第６項に規定する認定こども園をいい、子ども・子育て支援法第２７

条第１項の確認を受けたものに限る。）における保育 

・家庭的保育事業等（児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等をいい、

同法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業にあっては、同項第１号イ、

ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児を保育する場合に限る。）による保育 

イ 定員 

 ５０名 

ウ 実施日時 

 月曜日から土曜日までの午前７時００分から午後６時００分まで。ただし、国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日

から同月３１日まで並びに１月２日及び同月３日）は除くものとする。 

※午後６時００分から午後７時は延長保育となる。 

エ 利用者の決定方法 

 高槻市において、利用調整を行う。ただし、年度末にて一旦、退室とする。 

② 送迎利用保育 

ア 対象者  

市内に住所を有し、高槻市立三箇牧認定こども園に在籍することかつ、市長が地理的

条件その他の条件を勘案して送迎利用保育を利用させる必要があると認めるものである

こと。 

イ 定員  

２０人 

ウ 実施日時  

 月曜日から金曜日までの午前７時から午前９時３０分まで及び午後３時３０分から午後

６時まで。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日及び年末年始（１２月２９日から同月３１日まで並びに１月２日及び同月３日）は除く
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ものとする。 

※午後６時００分から午後７時は延長保育となる。 

エ 利用者の決定方法 

 高槻市において、利用調整を行う。 

オ バスによる送迎 

 分室からバスによる在籍する認可保育施設への送迎を行う。バスは、朝はおおむね午前 

８時３０分ごろ分室を出発し在籍施設（高槻市立三箇牧認定こども園（高槻市三島江１－ 

１３－６）へ対象児を送り届ける（バス 

乗車時間は４０分程度を予定）。また、夕方はおおむね午後４時ごろ分室を出発し在 

籍施設へ対象児を迎えに行く。その際、受託者（以下「乙」という。）は保育従事者を２ 

名以上バスに同乗させ、バス乗車中の対象児の保育及び在籍施設職員との対象児の受け渡 

しを行うこと。 

なお、バス車両の購入またはリース、運転業務については、甲が担うものとする。 

 

Ｂ 休日・一時預かり保育室 

③ 随時利用保育 

ア 対象者  

市内に住所を有し、生後６ヶ月から小学校就学の始期に達するまでの子ども。ただし、

市外に住所を有する子どもであっても、親の出産、介護又は災害等により一時的に高槻市

に滞在する子どもにおいては、甲が適当であると判断した場合は、対象者とする。 

イ 定員  

１０人 

ウ 実施日時  

５月３日から同月５日まで及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日以外の日の午

前９時から午後５時まで。 

エ 利用者の決定方法 

 先着順にて受付を行う。利用日の概ね２日前までに随時受付を行うものとする。なお、 

予約開始日の取扱いについては下記のとおりとする。 

 毎月１日と１６日（土・日曜日、祝日の場合は、翌平日）の午前１１時から利用受付を 

開始する。１日午前１１時からは次月の１日から１５日まで、１６日午前１１時からは次 

月の１６日から月末まで予約可能とする。受付初日（１日及び１６日）は、１度につき３ 

回分までに制限を行うが、受付２日目以降は制限なく予約を受け付ける。 

④ 定期利用保育 

ア 対象者 

市内に住所を有し、保育認定を受けており、かつ、一時預かり保育を利用する年度の初 

日の前日において１歳に達している子ども。ただし、市外に住所を有する子どもであって
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も、親の出産、介護又は災害等により一時的に高槻市に滞在する子どもにおいては、甲が

適当であると判断した場合は、対象者とする。 

イ 定員 

 ５０人 

ウ 実施日時 

 月曜日から土曜日までの午前７時３０分から午後６時３０分まで。ただし、国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日

から同月３１日まで並びに１月２日及び同月３日）は除くものとする。 

※午後６時３０分から午後７時は延長保育となる。 

エ 利用者の決定方法 

 先着順にて受付を行う。前月に受付を行い翌月初からの利用開始とする。最大３か月間

の利用を認める。ただし、年度末にて一旦、退室とする。 

⑤  ③、④の利用定員構成については、定員６０人の範囲内で待機児童の状況を鑑み、甲

と乙の協議のうえ弾力的運用を可とする。 

２．業務履行上の条件等 

（１）基本事項 

以下の法令等を遵守した運営を行うこと。 

① 児童福祉法（昭和22年法律第164号）を遵守し、保育の実施に当たっては、保育所保育

指針（平成２９年厚生労働省告示第百十七号）を尊重しなければならない。分室につい

ては、「認可外保育施設指導監督基準」（平成１３年３月２９日厚生労働省雇児発第１

７７号通知別添）を踏まえ運営すること。 

② 「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚生労働省）等を遵守し、適切な感染

症対策を行うこと。 

③ この仕様書に特別の定めがない場合は、幼保連携型認定こども園又はその分室内で実

施する一時預かり保育業務という趣旨を理解し、適切な保育の実施及び保育環境の整備

に努めること。 

④ 公共の業務に携わる重要性および特定個人情報を含む個人情報（以下「個人情報」と

いう。）を取り扱う重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）」および「高槻市個人情報保護条例（昭和６１

年高槻市条例第４１号）」を遵守するとともに、情報の厳格な管理および適切な運用の

ために必要な万全の体制を整備すること。 

⑤ 本業務に携わる者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た情報

を漏らし、または盗用してはならず、その職を退いた後も同様とする。 

⑥ 本業務に関する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じること。

とくに、送迎利用保育に関しては、車内への子どもの置き去り等が起こらないようマニュ
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アルを作成し、それに基づいた運用を徹底すること。 

⑦ 台風等の緊急時にあっても、可能な限り通常業務ができる体制にすること。緊急の場

合の対応は、甲の指示に従うこと。 

⑧ 本業務の実施にあたり、人権を侵害することのないよう留意すること。 

⑨ 障がいをもった児童等の要配慮児童についても、（３）保育体制・内容の配置基準の

範囲内で、可能な限り受け入れを行うこと。 

⑩ 保育や施設運営面等について、近隣住民等から苦情や要望等があった場合や事前説明

が必要な場合には、甲と連携をとりながら、責任をもって対応すること。 

⑪ 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）の趣旨を

深く理解し、児童の権利擁護及び児童虐待の防止に努めること。また、保育所や幼稚園等

における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（令和７年８月改定）を遵

守し、児童の最善の利益を考慮した適切な保育を行うこと。 

⑫ 乙は、令和８年１２月２５日施行の「学校設置者及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等ための措置に関する法律」の趣旨を深く理解し、児童の安全確保

に努めること。また、同法に基づく「認定事業者（民間教育保育等事業者）」の認定を、

甲と協働し、履行期間開始後６か月以内に取得すること。 

⑬ 甲の状況や施策に沿った円滑な事業実施のために、甲及び高槻市立高槻認定こども園

等との連携に努めること。 

⑭ その他本仕様書に記載のない事項また疑義のある場合は、甲と乙双方で協議のうえ、

決定すること。 

 

 （２）事前準備 

契約締結日から業務運営開始までの間に従事者の確保や体制構築をはじめとした責任の

ある業務設計および従事者の研修などを行い、業務のスムーズかつ安定的な運営を実現す

ること。 

 

（３）保育体制・内容 

① 「保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第百十七号）」に基づくとともに、保 

育課程及び指導計画等を策定し、安全な保育環境の中、子どもの健全な成長を育む保育 

を実践すること。 

② 保育従事者については、下表のとおり配置すること。 
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施設　 保育種別
a 月～金曜日の

9：00～17：00
b 左記以外の時間 保育士の割合

送迎利用保育 2人以上 3分の1以上保育士

年度利用保育 9人以上 全員保育士

随時利用保育 2人以上 全員保育士

定期利用保育 8人以上 全員保育士

分室

休日・一時預かり保育室

次の区分に応じ、各区分に定める数の合計数以上で

あること。ただし2人を下回ることはできない。

・乳児　おおむね３人につき１人

・満１歳以上満３歳に満たない幼児　おおむね６人

につき１人

・満３歳以上満４歳に満たない幼児　おおむね１５

人につき１人

・満4歳以上の幼児　おおむね25人つき1人

 

※aに定める時間であっても、bで算出した配置数がそれを上回る時は、bの配置数を配置す

ること。 

③ ②に定める配置の変更等については、乙は甲と協議をしなければならない。 

④ 上記保育従事者と別に、分室と休日・一時預かり保育室ともに、施設長をそれぞれ１

名置くこと。施設長は、利用児童の保護者対応、保育従事者の指揮監督、甲及び関係施設

との連絡調整の統括を行うこと。施設長は、保育士であることを必要としないが、保育の

内容等につき、保護者の理解及び協力を得られる知識を有していること。 

⑤ 分室については、甲が委嘱する嘱託医との連携を図り、また、医療的ケア児等への対

応を想定し、看護師の配置を行うこと。なお、配置を行った１名を限度に、保育従事者と

して取り扱うことができる。 

 

（４）食事及びおやつの提供 

Ａ 分室 

年度利用保育…食事及びおやつは分室の給食室から提供する（費用は市の定めるところに

よる。【参考】令和８年６月時点、３歳未満児は無料、３歳以上児は月額５，８００円）。 

送迎利用保育…食事及びおやつは在籍施設で提供するため、分室での提供は行わない。 

Ｂ 休日・一時預かり保育室 

随時利用保育…食事及びおやつは保護者の持参または食事は隣接する高槻認定こども園の

給食室から提供する（費用は市の定めるところによる。【参考】令和８年６月時点、３歳

未満児は１８７円、３歳以上児は２３４円）。 

定期利用保育…食事及びおやつは隣接する高槻認定こども園の給食室から提供する（費用

は市の定めるところによる。【参考】令和８年６月時点、３歳未満児は無料、３歳以上児

は月額５，８００円）。 

持参物もしくは給食室からの食事及びおやつの配膳（下膳を含む）、食事補助を行うこ

と。アレルギー食への対応を十分に行い、誤食等事故のないよう安全管理を徹底すること。

また、高槻認定こども園でのアレルギー会議等に出席すること。 

保育従事者については、検便を行うこと。 
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（５）給食調理（分室のみ） 

 分室内の給食室において、甲の献立表に基づき給食の調理を行い、年度利用保育児童に

提供すること。なお、食材については甲が調達することとする。 

また、業務の遂行にあたっては、給食の趣旨を十分認識し、児童の発達段階や健康状態、

アレルギー等に配慮し、栄養面や安全・衛生面に留意するとともに、提供に係る詳細につ

いては下記の規定を遵守すること。 

①基本事項 

 提供にあたっては、「保育所における調理業務の委託について」（平成１０年２月１８

日）児発第８６号厚生省児童家庭局通知）、「食事プロセスＰＤＣＡ」（平成２８年３月

ＰＤＣＡ作成検討委員会作成手引書）、児童福祉施設における食事の提供に関する援助及

び指導について（平成２７年３月３１日雇児発０３３１第１号厚生省児童家庭局長連名通

知）及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成２９年改正 厚生労働省）を遵守す

ること。 

②給食提供日 

 仕様書１（５）業務対象者・定員・実施日時・利用方法に定める年度利用保育の実施日

時によること。 

 ※年間２９４日うち土曜日５１日（令和９年度）、弁当日なし 

③アレルギー対応 

 甲の定めるルールに基づき、除去食を調理し提供すること。 

④喫食者別給食内容 

初期 中期 後期 完了期
主食 〇 〇 〇 〇
主菜 〇 〇 〇 〇 〇 〇
副菜 △ 〇 〇 〇 〇 〇
牛乳 　　 ×　※ 　　 ×　※ 　　 ×　※ 〇 〇 〇
間食 ― × 〇 〇 １０・１５時 １５時

行事・特別食 △ △ △ △ 〇 〇

米飯・あるいはパン

０～１歳（離乳食）
３歳未満 ３歳以上

 

備考…〇：要、△：適宜、×：不要 ※ただし、調製粉乳はあり。 

 

⑤給食提供人数 

 入室児童最大５０名（弾力入室の可能性あり） 

  年度内での入室者数の変動有り 

⑥給食提供時間 

 午前おやつ：午前９時３０分～１０時（０、１、２歳児） 

 昼食   ：午前１０時４５分～１１時４５分（同上） 
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       午前１１時１５分～１２時３０分（３、４、５歳児） 

 午後おやつ：午後３時～３時４５分（全児） 

 ※平日、土曜日とも、配茶の準備あり。時間は甲との協議により調整可。 

⑦付随する業務 

ア 調理された給食は展示を行うこと。 

イ 業務遂行に関連する日誌・記録等を作成すること。 

ウ その他、業務の詳細な事項については、甲と連携を取り実施すること。 

⑧体制確保 

ア 調理業務に従事する者（以下「調理師」という）は、調理師免許を有する者を配置す

ること。また、作業内容に応じて調理補助員等を増員し、無理なく確実に業務遂行する

ことができる体制を整えること。 

イ 調理師は直接雇用関係にあるものとすること。 

ウ 調理師の休暇及び業務に従事できない場合が生じた時には、速やかに調理師を補充し、

調理業務に支障がないよう対応すること。ただし、この場合の補充する調理師について

も、調理師免許を有する者とすること。 

エ 調理師は、給食に関し、施設長、保育従事者等とコミュニケーションを図るとともに、

給食設備を適切に管理すること。 

オ 受託業務に対して、専門的な立場から指導を行う栄養士等を確保すること。 

カ 業務従事者に対して、定期的に衛生面及び技術面の研修を実施すること。また、定期

的な健康診断及び毎月１回以上の検便を実施すること。 

⑨業務負担区分 
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受託者（事業者） 委託者（市）
施設給食管理の総括 〇
献立表の作成 〇
離乳食献立表の作成 〇 〇
検食の実施 〇
栄養管理全般 〇
栄養給与量の計算 〇
嗜好調査 〇
残食調査 〇
食材料・調味料の購入、発注 〇
牛乳の数量変更 〇
食材料の検収 〇
食材料の保管・取扱い 〇
在庫食品受払簿の作成・在庫管理 〇
食数の把握 〇
食数の確認 〇
調理作業（下処理含む） 〇
保存食（原材料・調理済み食品）の確保、保存（２週間） 〇
調理、盛付等の実施 〇
配膳・下膳 〇
食器洗浄・消毒 〇
調理残飯・廃油の処理 〇
調理室・食品保管庫・排水路（屋外含む）・グリストラップ等
の日常清掃、日常点検

〇

事務 日常管理等で必要な書類の作成 〇
調理従事者に対する定期的な教育・訓練 〇
調理従事者の定期的な検便・健康診断の実施 〇
業務分担・調理員配置の指示 〇
給食関係部門連絡調整（アレルギーチェック含む） 〇 〇
研修会等への参加 〇 〇

業務内容

労務
管理

その他

給食
管理

栄養
管理

材料
管理

作業
管理

 

 

⑩乙の責務 

ア 厨房内の設備や機材については、乙の責任で使用し、業務従事者の不注意により、給

食施設、備品、機材等を壊した場合には、直ちに甲に報告すること。 

イ 異物混入等の事故が発生した場合には、直ちに甲に報告し指示を仰ぐとともに、原因

を調査し報告書を甲に提出のうえ、改善策を講じること。また、乙の責任で感染症又は

食中毒の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた

場合は、甲に対して損害を賠償すること。 

ウ 食中毒等の事故が発生し、厨房の使用禁止命令が出た場合も、外部搬入等で給食提供

を継続すること。 

エ その他必要な事項については、甲と協議して決定すること。 

 

 （６）避難訓練 

 分室では月１回避難訓練を行い、休日・一時預かり保育室では高槻認定こども園で実施

する避難訓練に参加すること。 
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 （７）保育料及び給食費の徴収及び納入 

① 随時利用保育の保育料及び給食費を徴収し、納入するものとする。 

② 本仕様書に規定する一時預かり保育の保育料は、高槻市立幼保連携型認定こども園条

例第１７条第２項に基づく金額とする。 

区分 金 額 （ １ 人 に つ き ） 

随時利用保育料 ３歳未満児 日額 ３，５００円 

（利用時間が４時間以下の場合は、１時間につき７

００円）注１ 給食費１食あたり１８７円 

３歳以上児 日額 ２，５００円 

（利用時間が４時間以下の場合は、１時間につき５

００円）注２ 給食費１食あたり２３４円 

定期利用保育料及び

年度利用保育料 

３歳未満児 月額 ４２，０００円 

注３ 幼児教育・保育無償化の対象の場合は０円（給食費含む）。ま

た、幼児教育・保育無償化の対象外の場合は、３５，０００円（給食

費含む）。 

３歳以上児 月額 ３７，０００円 

注４ 幼児教育・保育無償化の対象の場合は０円（別途、給食費月額

５，８００円）。 

送迎利用保育料及び延長保育料 月額 ２，０００円 

備考 

１ この表において、「３歳未満児」とは一時預かり保育を利用する年度の初日の前日におい

て３歳に達していない子どもをいい、「３歳以上児」とは同日において３歳に達している子

どもをいう。 

２ 定期利用保育及び年度利用保育を利用する２歳未満児（定期利用保育及び年度利用保育を

利用する年度の初日の前日において２歳に達していない子どもをいう。）が子ども・子育て

支援法第３０条の８第１項に規定する施設等利用給付認定子ども（以下「施設等利用給付認

定子ども」という。）に該当しない場合におけるこの表の規定の適用については、この表中

「３歳未満児」とあるのは、「２歳未満児」と、「４２，０００円」とあるのは、「３５，

０００円」とする。 

３ 定期利用保育及び年度利用保育を利用する２歳児（定期利用保育及び年度利用保育を利用
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する年度の初日の前日において２歳に達している子どもをいう。）が施設等利用給付認定子

どもに該当しない場合におけるこの表の規定の適用については、この表中「３歳未満児」と

あるのは、「２歳児」と、「月額 ４２，０００円」とあるのは、「零」とする。 

４ 保育料及び給食費は、令和８年６月時点の金額。 

③ 上記の利用料金に定めているもの以外で実費徴収する場合については、事前に甲と協

議を行うこと。 

 

（８）事故報告 

乙は、何らかの事故などにより正常な業務運営ができない状況に至ったときには、速や

かに甲に口頭・書面により報告するとともに、事故報告書（発生年月日・時刻、内容、対

応、原因の分析、今後における防止策）を甲に提出するものとする。なお、「事故」には、

情報漏えい、公金の紛失など実際に人身や施設・設備などの損害となって現れなかったも

のも含むものとする。 

 

（９）トラブル対応 

乙が行う業務に関する苦情・トラブルについての対応は、乙側で責任をもって行い、そ

の内容については甲に随時報告を行うとともに、甲へ協議・引継ぎが必要なものは、乙か

ら甲へ協議・引き継ぐものとする。なお、苦情については、原因の究明を行い、再発防止

策を明確にし、すべて文書化するものとする。 

 

（10）損害賠償責任保険の加入 

乙は、施設内での不慮の事故や保育及び給食提供に起因する事故に対応するため、損害

賠償責任保険に加入し、当該保険からの保険金支払いにより損害賠償責任に対応すること。 

 

（11）災害時等の対応 

① 事故、災害等の緊急事態が発生した場合に備え、事前に体制を整備するとともに、緊

急事態発生時においても、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう、甲と連携しな

がら対応策を講じること。 

② 災害の発生時などの緊急時には、本仕様書にかかわらず、甲の災害対応に積極的に協

力することとし、甲と協議のうえ可能な限り、災害対応従事者に係る保育や代替保育を

行うこととする。 

 

（12）販売、宣伝行為の禁止 

乙は、本事業の履行場所において、利用者に商品等の販売、宣伝、勧誘またそれに類す

る行為を行ってはならない。ただし、実費負担程度の販売等については、甲と協議のうえ、
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可能とする。 

 

（13）再委託の禁止 

乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

３．経費負担 

（１）施設の警備及び設備の点検・保守 

 各施設の機械警備及び以下の設備の点検・保守は甲が行う。この場合には、乙はスケジ

ュール調整を行う等実施の協力を行うこと。 

①施設の法定点検（建築基準法第１２条に定める点検、自動扉、消防設備、自家用電気工

作物） 

②駐車場設備及び冷暖房設備の点検・保守 

③給食室のフード・グリストラップの定期清掃 

④その他必要なもの 

 

（２）その他の経費負担一覧 

番号 項目 甲 乙 

１ 施設及び備品の修繕等 ○ （１事案につ

き30,000円を超

えた部分） 

○（１事案につき

30,000円までの部

分） 

２ 机、ロッカー等事務用備品  ○（甲設置分は別

紙参照） 

○ 

３ 保育施設に必要な遊具・備品（子供用の備

品を含む） 、給食提供に必要な設備、備

品 

○ （甲設置分は

別紙参照） 

○ 

４ 業務遂行上必要な電気・水道・ガス等の光

熱水費 

○  

 

 

５ 業務に従事する職員の健康管理及び教育

訓練に係る費用、検便の費用 

 ○ 

６ 業務遂行上必要な通信費等（電話代及び電

話機、インターネット回線利用料） 

○（固定電話） 

※各施設１回線 

○（固定電話以外） 

７ 業務遂行上必要な事務用品費（パソコン、

プリンター、FAX等事務用機器含む。） 

 ○ 

８ 業務遂行上必要な消耗品費、保育材料（用

品）費、衛生材料費、給食関係消耗品、業

務従事者の被服（白衣、帽子、エプロン等） 

 ○ 
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９ 厨房施設、調理機器、什器備品、食器類 〇  

１０ 給食材料費 〇  

１１ 賠償責任保険料  〇 

１２ 害虫駆除（２回以上/年） 〇  

１３ 樹木剪定・消毒（分室）  〇 

１４ 樹木剪定・消毒（休日・一時預かり保育室） 〇  

 

（３）原状回復 

乙は委託期間が終了したとき、又契約を解除したときは、乙の負担により甲が指定した

期日までに施設を原状回復すること。ただし、甲との協議の結果により、原状回復するこ

とを求めない場合はこの限りでない。 

認定こども園 

４．その他 

（１）消費税 

本案件は消費税法別表第一第七号ロに該当するため、消費税は非課税とする。 

 

（２）委託料の減額等 

乙は、２（３）②に定める各保育時間における職員配置実績が、２（３）②に定める体

制を下回った場合、甲は、委託料を減額することができる。 

① 保育時間aについては、雇用形態に関わらず、保育従事者が８時間勤務したことをもっ

て「１人日」とする。なお、算出方法は、保育時間a内の勤務時間の合計（休憩時間を含

む）を８時間で除す（月次の端数は四捨五入する）ものとする。 

② 保育時間aについては、四半期（４～６月、７～９月、１０～１２月、１～３月）毎の

職員配置実績の合計が、下表に定める減額基準人員数を下回る場合、不足する１人日につ

き、２２，０００円を当該四半期分の委託料から減額できるものとする。 

年 度 四半期ごとの配置基準 減額基準人数 

令和９～１１年度 １，３３６人日 １，２０２人日 

③ 保育時間bについては、乙が２（３）②に定める配置数を満たしていなかった場合、不

足した人数につき、２２，０００円を当該月の委託料から減額できるものとする。 

 

（３）契約保証金 

① 契約保証金は、契約金額（総額）の５％以上の金額を契約締結日までに納付すること。

ただし、高槻市財務規則第１１７条に該当する場合は、契約保証金を免除することがで

きる。 

② 契約保証金については、本業務の履行期間終了後に、契約の履行を確認した後、全額

を返還するものとする。 
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５．補則 

この仕様に定めのない事項またはこの仕様に疑義が生じた事項については、必要に応じ

甲および乙が協議してこれを定めるものとする。なお、ここに記載されていない事項であ

っても、本業務に付随して当然必要と認められるものについては、乙の負担によりこれを

処理するものとする。 


